
和光市まちづくり寄附条例

平成２４年３月２２日

条例第１２号

（目的）

第１条 この条例は、個人、団体等から広く金銭の寄附（以下「寄附金」という。）を募

り、寄附を行う者（以下「寄附者」という。）の意向を政策に反映させることにより、

寄附を通じた多様な人々の参加による活力あるまちづくりを実現することを目的とする。

（寄附事業の区分）

第２条 寄附金を財源として実施する事業（以下「寄附事業」という。）は、次に掲げる

とおりとする。

（１） 快適で暮らしやすいまちづくりのための事業（都市基盤）

（２） 自ら学び心豊かに創造性を育むまちづくりのための事業（教育・文化・交流）

（３） 健やかに暮らしみんなで支え合うまちづくりのための事業（保健・福祉・医療

）

（４） 安らぎと賑わいある美しいまちづくりのための事業（生活・環境・産業）

（５） 市政を推進するための事業（市民参加・協働・連携）

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

２ 前項第１号から第５号までに掲げる寄附事業の内容は、規則で定める。

（寄附者による用途の指定）

第３条 寄附者は、寄附事業又は前条第２項の規定により規則で定める寄附事業の内容の

いずれかを寄附金の用途として指定することができる。

２ 市長は、寄附者が前項の規定による指定を行わなかったときは、寄附者に代わって寄

附金の用途を指定するものとする。

（基金の設置）

第４条 市長は、寄附金を適正に管理し、及び運用するため、和光市まちづくり基金（以

下「基金」という。）を設置する。

（基金の積立て）

第５条 基金として積み立てる額は、寄附金の額に相当する額とする。

（基金の管理）

第６条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保



管しなければならない。

（運用益金の処理）

第７条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編

入するものとする。

（基金の処分）

第８条 基金は、寄附事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分す

ることができる。

（運用状況の公表）

第９条 市長は、毎年度２回、この条例の運用状況について、公表しなければならない。

（委任）

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の和光市まちづくり寄附条例第３条第

１項又は第２項の規定により同条例第２条第１号の寄附事業を指定した寄附金に係る基

金については、なお従前の例による。


